
意見
番号

計画名 ページ 行 ご意見の概要 ご意見に対する対応

1
第13次高知県鳥獣保護管理事業計画
（案）

47 32
4（1）高病原性鳥インフルエンザについて
表のタイトルを次のように加筆していただきたい。
→第○表 死亡野鳥発見時の連絡体制

ご意見を反映します。

2
第13次高知県鳥獣保護管理事業計画
（案）

48 12-14

4（2）豚熱（CSF）・アフリカ豚熱（ASF）について
２段落目の「また、早期発見が可能な体制整備やアフリカ豚熱の感染が確認され
た場合、速やかに必要な措置を講じることができるよう、必要な体制の整備にも
努めます」を次のように加筆していただきたい。
→「また、野生イノシシの死体を見つけた場合は管轄の自治体へ連絡する等、豚
熱・アフリカ豚熱のサーベイランスを強化するとともに、狩猟者等、関係部
局、関係市町村と連携強化を図ることで感染した野生イノシシの早期発見が可能
な体制整備に努めます。豚熱・アフリカ豚熱の感染が確認された場合は、捕獲数
を増加させる等、速やかに必要な措置を講じることができるよう、必要な体制の
整備にも努めます。」

ご意見の趣旨を踏まえて修正します。

3
第13次高知県鳥獣保護管理事業計画
（案）

48 15

4（2）豚熱（CSF）・アフリカ豚熱（ASF）について
３段落目として次のように加筆していただきたい
→「また、野生イノシシで感染が確認された場合、野生イノシシが生息している
山林等の土などにウイルスが存在している可能性がある。このため登山や狩猟な
どで山林に立ち入った者が、山林からウイルスを持ち帰らないために靴や衣服に
付着した土を山で落とし、帰宅後、靴・衣服の洗浄を行うとともに、１週間程度
は家畜がいる施設に近寄らないよう注意喚起に努めます。」

ご意見の趣旨を踏まえて追記します。

4
高知県第二種特定鳥獣（ニホンジ
カ）管理計画（案）

18 8-9
（石鎚山系における生物多様性保全計画を参考に）「農林業被害等の軽減に努め
ます。」を「農林業被害及び自然植生被害等の軽減・防止に努めます。」として
ください。

ご意見を反映します。

　「第13次高知県鳥獣保護管理事業計画（案）」及び「高知県第二種特定鳥獣（ニホンジカ及びイノシシ）管理計画（案）」について、令和３年11月29日から令和３年12
月28日まで県民の皆様からのご意見を募集しましたところ、２名の方から４件のご意見をいただきました。
　お寄せいただいたご意見の概要とご意見に対する対応について、下表のとおり取りまとめましたので公表します。
　ご意見をお寄せいただいた皆様に厚くお礼申し上げます。

「第13次高知県鳥獣保護管理事業計画（案）」及び「高知県第二種特定鳥獣（ニホンジカ及びイノシシ）管理計画（案）」へのご意見等募集の結果について


